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議 事 要 旨 

会 議 名 称  伊那市地域公共交通会議・伊那市地域公共交通協議会 

日 時  令和７年２月２０日（木） 午後２時～ 

場 所  伊那市生涯学習センター 701・702会議室 

議 事 要 旨 

進行：織井課長 

１ 開  会  坂下副会長 

２ 会長挨拶 

３ 委員紹介  

４ 会議事項 

（１）令和６年度運行状況について（資料１） 

   ・ぐるっとタクシーの利便性向上に向けた取り組み状況 

   ・コロナ渦で減少した利用者も増加傾向にある。ぐるっとタクシーについては減少、飽和状態 

   ・南部エリアの NG率低減への取組として、８号車を１台二人体制とし予約の多い時間帯のドラ 

イバーのお昼休憩によるサービスの空白をなくした。（R6.12.1～） 

   ・R6年度予測 2,000人増の 178,000～179,000人（12月末現在 1,419人増） 

   〇小松委員 ぐるっとタクシーの利用者は飽和状態で頭打ちとなっている、効率の良い配車の 

取り組みや 2人体制をはじめたことにより、数字が改善されており 3/1より伊那 

タクシーでも 1台を二人体制とする 

   ・飯島会長 サービスのキャパがマックスとなった状態であれば 12台の運用を増やすという 

こともあるが、事業者との検討が必要。一方で AIの設定変更、リクエストの許容 

範囲を広げればサービスの低下は少しあるが、乗れないということはなくなる 

→システム会社と打ち合わせをし検討していく。 

    

（２）令和７年度運行計画（案）について（資料２） 

   ・藤沢線の夏ダイヤと冬期ダイヤの移行時期 10月～を 9月～とする。その他昨年と同様 

    高遠中学校からの要望（日が短くなり生徒の安全を考慮）   

 

    ⇒令和７年度運行計画（案）は承認された 

 

（３）伊那市地域公共交通会議設置要綱の改正及び運賃協議設置要領の制定について 

   〇山岸委員 運賃改定がなければ、分科会を開く必要はない     

 

（４）高遠線の運行について 

   ・西津委員より説明、地域間幹線系統補助金の活用 

   〇丸山委員（代理遠山） 

        国と県補助要件 1日 3往復以上かつ輸送量 15人以上等一定の要件あり 

        昨年春頃から事前協議を進める中で、現行の運行状況であれば条件を満たすと思わ 

れる。協議会の合意を求めている 

 

（５）その他  なし 

 



 
 

伊那市地域公共交通会議・伊那市地域公共交通協議会 

 - 2 - 

５ その他 

 

６ 閉会 

【以上】 

 


